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市の組織が４月から一部変更になります

　効率的な行政経営を行うため、平成２９年度から次のとおり市の組織が変わります。

変更前 変更後 電話番号

田沼行政センター

総務係

住民係

健康福祉係

田沼行政センター
総務係 ☎（６１）１１２０

市民係 ☎（６１）１１２４

葛生行政センター

総務係

住民係

健康福祉係

葛生行政センター
総務係 ☎（８６）３４１１

市民係 ☎（８６）４７１３

市民病院管理課
管理係

病院建設準備担当
市民病院管理課

管理係
☎（２０）３８１３

民設準備係

観光立市推進課

観光立市推進係

施設係

山城サミット担当

観光立市推進課

観光立市推進係

☎（２７）３０１１観光事業係

山城サミット係

• 田沼行政センターの「総務係」と「健康福祉係」を統合し「総務係」、「住民係」を「市民係」に変更します。

• 葛生行政センターの「総務係」と「健康福祉係」を統合し「総務係」、「住民係」を「市民係」に変更します。

• 市民病院管理課の「病院建設準備担当」を廃止し、「民設準備係」を新設します。

• 観光立市推進課の「観光立市推進係」と「施設係」を統合し、「観光立市推進係」と「観光事業係」に再編します。

また「山城サミット担当」を廃止し、「山城サミット係」を新設します。

※葛生行政センターは葛生あくと保健センターから移転しています。ご利用の際はご注意ください

■問合せ＝行政経営課☎（２０）３００５

後期高齢者医療保険制度の保険料について

　特例措置としての保険料の軽減措置が、平成２９年度より見直されます。

●所得が低い方への軽減措置　

　所得割額を負担する方のうち、総所得金額等から基礎控除額（３３万円）を差し引いた額が５８万円以下の

方は、所得割額が５割軽減から２割軽減となります。

平成２８年度 平成２９年度

所得割額 ５割軽減 ２割軽減

　※均等割額９割、８．５割軽減の特例措置は継続されます。

　均等割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得基準が引上げられ、均等割額５割軽減については、被保険者

数に乗ずる金額が２６万５千円から２７万円に、２割軽減については、被保険者数に乗ずる金額が４８万円

から４９万円に変わります。

５割軽減 基礎控除額（３３万円）＋２７万円×被保険者数

２割軽減 基礎控除額（３３万円）＋４９万円×被保険者数

●被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

　被用者保険の被扶養者だった方の均等割額は、９割軽減から７割軽減となります。

平成２８年度 平成２９年度

均等割額 ９割軽減 ７割軽減

所得割額 賦課せず 賦課せず

※所得の低い方への均等割額９割、８．５割軽減に該当する場合は、そちらが優先されます。　　

■問合せ＝栃木県後期高齢者医療広域連合☎０２８（６２７）６８０５
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【助成内容】

コース 本人負担額 委託検診機関
Ａ １泊２日 ２１，９６０円 佐野厚生総合病院

佐野医師会病院
佐野市民病院

Ｂ 日帰り １４，０４０円
Ｃ 脳 １２，６００円
Ｄ １泊２日＋脳 ２９，１６０円 佐野医師会病院

佐野市民病院Ｅ 日帰り＋脳 ２１，２４０円
Ｆ 歯科 １，２００円 佐野歯科医師会

・事前の申し込みが必要です。

・委託検診機関での検診費用の３分の２を助成

・Ａ～Ｅコースのうち、１年度につき１回のみ助成

・歯科検診（Ｆ）は他のコースと重複して受診可

国
保
の
人
間
ド
ッ
ク
・
歯
科
検
診

　

多
く
の
生
活
習
慣
病
は
、
進
行
す
る
ま
で

自
覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。
疾
病
の
早
期
発

見
に
人
間
ド
ッ
ク
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
対
象
者

・
平
成
28
年
度
以
前
の
国
保
税
を
完
納
し
て

い
る
世
帯
の
方

・
平
成
29
年
度
の
国
保
の
特
定
健
診
を
受
診

し
な
い
方
（
歯
科
検
診
［
Ｆ
コ
ー
ス
］
は
除

く
）

・
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
の
検
診
を
受
け
る
と
き

に
満
30
歳
か
ら
満
74
歳
ま
で
の
方

・
特
定
健
診
に
相
当
す
る
検
査
結
果
を
市
に

提
供
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
方
（
満
40
歳
以

上
の
方
）

【
注
意
点
】

●
市
民
病
院
の
日
帰
り
コ
ー
ス
は
子
宮
が
ん
検
査
の

み
、
日
帰
り
＋
脳
コ
ー
ス
は
子
宮
が
ん
検
査
・
脳
外

科
診
察
に
つ
い
て
、
後
日
の
来
院
と
な
り
ま
す
。

●
市
民
病
院
で
胃
カ
メ
ラ
検
査
を
行
う
と
、
本
人
負

担
額
が
３
２
４
０
円
増
額
と
な
り
ま
す
。

●
医
師
会
病
院
で
胃
カ
メ
ラ
検
査
を
行
う
と
、
本
人

負
担
額
が
１
０
８
０
円
増
額
と
な
り
ま
す
。

●
本
年
度
か
ら
歯
科
検
診
は
市
内
各
指
定
歯
科
医
院

で
の
受
診
と
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
医
療
保
険
課

　
　
　
　
　

☎
（２０）
３
０
２
４

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
人
間

ド
ッ
ク
検
診
費
を
助
成
し
ま
す
。

▼
助
成
対
象
者

・
平
成
28
年
度
以
前
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
方

・
平
成
29
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
健
康

診
査
を
受
診
し
な
い
方

・
平
成
29
年
度
に
他
の
制
度
の
人
間
ド
ッ

ク
を
受
診
し
な
い
方

・
健
康
診
査
に
相
当
す
る
検
査
結
果
を
市

に
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
方

【注意点】　

　①市民病院のＡ・Ｄコースは、受診日の時点で８６歳以上の方は２日間コースになります

　②市民病院の日帰りコースは子宮がん検査のみ後日の来院となります

　③市民病院の日帰り＋脳コースは、子宮がん検査、脳外科診察は後日の来院となります

　④市民病院で胃カメラ検査を行うと本人負担額が３，２４０円増額となります

　⑤医師会病院で胃カメラ検査を行うと本人負担額が１，０８０円増額となります

【助成内容】

コース 本人負担額 委託検診機関

Ａ １泊２日 ２１，９６０円

佐野医師会病院
佐野市民病院

Ｂ 日帰り １４，０４０円

Ｃ 脳 １２，６００円

Ｄ １泊２日＋脳 ２９，１６０円

Ｅ 日帰り＋脳 ２１，２４０円

・事前の申し込みが必要です

・委託検診機関での検診費用の３分の２を助成

・Ａ～Ｅコースのうち、１年度につき１回のみ助成

後
期
高
齢
者
人
間
ド
ッ
ク

▲

申込　１２月１５日（金）まで　※定員になり次第終了	※電話、検診機関での申込不可

受付開始日時 受付医療機関 受付場所

４月１３日（木）午前９時～午後３時 佐野医師会病院 勤労者会館

４月１４日（金）午前９時～午後３時 佐野市民病院 田沼中央公民館

４月１７日（月）以降	
午前９時～午後５時

佐野医師会病院
佐野市民病院

いきいき高齢課
田沼・葛生の行政センター

○保険証、印かん（朱肉を使うもの）、委任状（代理の方が申請する場合）をお持ちください。

■
問
合
せ
＝
い
き
い
き
高
齢
課

　
　
　
　
　
　

☎
（２０）
３
０
２
１

▲

申込　１２月１５日（金）まで　※定員になり次第終了

※午前９時～午後３時の受け付け　※電話、検診機関での申込不可

受付開始日時 受付医療機関 受付場所

４月１２日（水）※ 佐野厚生総合病院 勤労者会館

４月１３日（木）※ 佐野医師会病院 勤労者会館

４月１４日（金）※ 佐野市民病院 田沼中央公民館

４月１７日（月）以降	
午前９時～午後５時

佐野厚生総合病院
佐野医師会病院
佐野市民病院

医療保険課
田沼・葛生の行政センター

○歯科検診は、上記の受付日時・場所において申し込みできます。

○保険証、印かん（朱肉を使うもの）、委任状（別世帯の方が代理で

　申請する場合）をお持ちください。




